
■都市計画決定の手続きの流れ（県決定）
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公聴会の開催等による住民
意見の反映(法第１６条第１項）

市町村の意見聴取
（法第１８条第１項）

都市計画の案の公告・
縦覧（法第１７条第１項）

意見の提出
（法第１７条第２項）

都市計画審議会
（法第１８条第１項）

都市計画の決定
（法第１８条第１項）

公告・縦覧
（法第２０条第1項
及び第２項）

国土交通大臣の同意
（法第１８条第３項）

他の行政機関等との
調整等　（法第２３条）




